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１９

２０２０年５月９日版
知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言
ＣＯＶＩＤ対策支援宣言書 （ＯＣＤ）ｖｌ．２

我々は、 新型コロナウイルス感染症のまん延防止の実現に向けた、 医療の提供、 感染管理、 感染防

止その他の感染症対策を一刻も早く進める上で、 障害となる知的財産権の行使を行わない環境を整

えることを目的に、別紙の追記の下、一切の対価や補償を求めることなく、 ここに宣言する。

１． 我々は、 すべての個人および団体に対し、 この宣言の日から世界保健機関 （ＷＨＯ） が新型コ

　　

ロナウイルス感染症まん延の終結宣言を行う日までの間、 新型コロナウイルス感染症の診断、

　

予防、 封じ込めおよび治療をはじめとする、 新型コロナウイルス感染症のまん延終結を唯一の

　　

目的とした行為について、 特許権、 実用新案権、 意匠権、 著作権 （以下 「知的財産権＊ｉ」） の権

　

利行使を行わない＊ｉｉ。

２．

　

本宣言は、 明示または黙示を問わず、特許性、 有効性及び商品性並びに知的財産権の実施等の

　　

行為が第三者の権利を侵害しないことその他一切の保証をするものではない。

３．

　

本宣言をなした宣言者＊ｉｉｉに対し、知的財産の侵害警告または侵害訴訟その他の法的手続きを

　

開始した個人および団体に対して、 本宣言は適用されない。

４．

　

本宣言の期間終了後に、 宣言者の 「知的財産権」 について実施許諾を希望する場合、 宣言者

　　

は、 実施許諾の可否および許諾条件につき別途協議に応じるものとする。

５．

　

宣言者が宣言の対象範囲に追加の制限を設けることを希望する場合は、 本宣言書に添付する

　　

「別紙」 に追加の制限を明記することができる。

６．

　

ＣＯＶＩＤ対策支援宣言書の全ての著作権は放棄され、パブリック・ドメインに提供する。

宣言者は、 本宣言を証するため本宣言書に調印し、ＣＯＶＩＤ対策支援宣言事務局に提出する。

２０２０年６月１５日

宣言者

　

（社名）

　

：

　

ＪＳＲ株式会社

（役職）

　

： 代表取締役社長ＣＯ０

（氏名）

　

：

　

川橋

　

信夫

（署名またはキ脚） ・ 「 橋 傷 た

＊ｉ

　　

商標権および営業秘密は含まない。また、 本宣言につき、第三者との契約上の制限があるもの、 並びに

第三者に対価を支払う事が必要なものについては除く。 子会社その他関連会社の知的財産権は含まない。
＊ｉｉ

　　

本宣言にかかわらず、宣言者との間に既に取り決めが存在する場合には、かかる取り決めが優先して適

用されるものとする。
＊ｉｉｉ

‘

　

第３項に関してのみ、宣言者が５０％超の議決権を有する会社その他宣言者が実質的に財務および事業

の方針の決定を支配する子会社を含む。
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別紙

□

　

宣言者は宣言の対象範囲に追加の制限を設けない。
図

　

宣言者は対象範囲に追加の制限を設ける。

１．（＊ｉ） 本宣言書における知的財産権とは、本宣言書の宣言時点においてＪＳＲ株式会社が単独
で保有し支配している知的財産権のうち、意匠、商標及び営業秘密以外のものであって、第三
者の権原及び権利又は第三者への実施許諾料支払い等にかからないものをいう。なお、当該知
的財産権には、ＪＳＲ株式会社の子会社、関連会社及び関係会社並びにその他の第三者 （個人を
含む） が保有、 支配、 許諾し又はされている権利は含まない。

２． （＊ｉｉｉ） 本宣言書における宣言者とは、ＪＳＲ株式会社のみをいい、ＪＳＲ株式会社の子会社、
関連会社、 関係会社及びその従業者等の個人は、 含まない。

３． 表明及び保証：
宣言者による本宣言は、その事由を問わず、本宣言規定の事項を除き、宣言者の権利及び利益
について、何ら譲渡又は許諾するものではない。本宣言にて明確に規定したものを除き、一切
の知的財産権及び本宣言にかかる権利及び利益は、 宣言者に属する。
宣言者は、書面、口頭、明示、黙示に関わらず、法定効力、法的効力、および知的財産権の正
当性、正確性、完全性に関するすべての表明および保証を明示的に行うものではない。ここで
の保証とは、商業的、規制的またはその他、商品性、品質、特定の目的への適合性、非侵害性、
および取引の過程、使用方法、取引慣行に起因する保証のすべての黙示の保証を含む。前述に
限定されることなく、宣言者は、知的財産権に起因または関連して生じた、または知的財産権
から生じた負傷、損失、または損害について、いかなる第三者または個人に対しても一切の責
任を負わないものとする。

４， 本宣言書第４項に次の規定を追加する。
「上記の定めにかかわらず、宣言者は、当該実施許諾希望者との間において当該実施許諾に関
する契約締結又は関係構築の責任義務を負うものではない。」

□

　

宣言者は宣言の期間について変更しない。
区

　

宣言者は宣言の期間に以下の変更を加える。
宣言書の第１項の権利不行使の期間は、 本宣言書の宣言の日から始まり、世界保健機関 （ＷＨＯ）
が新型コロナウイルス感染症まん延の終結宣言を行う日、または、 本宣言書の調印日から１年
経過した日、 のいずれか早く到来する日に終了する。

区

　

宣言者は対象範囲の拡大、その他につき下記の通り追記する。

本宣言書の第１項の権利不行使を希望する個人または団体は、 宣言者に対して、権利不行使を
希望する知的財産権の登録番号を当該知的財産権の実施及び使用前に、 書面にて通知しなけれ
ばならない。

２
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